
令和６年度第１回釧路市障害者施策推進協議会 結果報告 

日 時：令和 6年８月 21日（水） 18：00～19：00 

場 所：市役所防災庁舎 ５階 会議室Ａ 

出席者：名簿のとおり 

 

次 第 

１ 開  会   

２ 会長挨拶 

３ 議  題   

(1) 報告事項 

①手話動画普及啓発の実施について     

②「第３回くしろパラスポフェスタ」の開催について 

③障害者就労施設等からの物品の調達実績について 

④バリアフリーマップの進捗状況について 

⑤避難行動要支援者に関する取り組みについて   

⑥意見提出のお願いについて 

 

事務局より説明①②③ 

 

【主な質疑等】 

（意見なし） 

 

事務局より説明④⑤ 

 

【主な質疑等】 

   委員：就労継続支援Ｂ型事業所における工賃について、全道平均より低いことについて、どのよう

にお考えですか。 

 

  事務局：第７期釧路市障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画において、北海道の目標と同額としており、

取り組みを進めていきたいと考えております。 

     また、釧路市からの物品調達についても広げていかなければならないと思っており、併せて、民間企 

業からの就労継続 B型事業所へ発注する動きが、活発化されなければ、底上げされないと考えており 

ますので、その働きかけについても、進めていかなければならないと考えております。 

 

委員：バリアフリーの問題については、高齢者の方から、道路の整備や歩いていて休める場所、ベンチ等の

設置などが、もっと欲しいという要望をいただきます。これから高齢化社会になりますので、街づくりの

観点からバリアフリーを考えていただきたい。 

 

 



事務局：当課で作成したバリアフリーマップにつきましては、施設の視点が強く、ご意見をいただ

きました部分につきましては、当初考えてはおりませんでした。歩いていて休む場所につい

ては、公共の施設の公園などがメインになると思いますので、庁内で検討していきたいと考

えております。 

 

 

委員：避難行動要支援者に関する取り組みについて、障がい者の対象者は何人ですか。 

 

事務局：要支援者の方々の名簿につきましては、毎年 6月と 12月に更新をしております。 

最新のものは 6月になります。障がいの要件の方の総数は 761名となっております。 

  

委員：総数が 761名で、昨年の訪問件数が 163件という報告がありましたが、全戸を把握するに

は５年程度かかるということですか。 

 

事務局：障がい要件で名簿に搭載されている方の数が761名、ここから名簿の情報を町内会、地域の方、

周りの方に提供することに同意をしていただいた方、この方々の中で、個別避難計画を作成するこ

とにも同意をいただいた方、二重の同意が必要になります。 

現在、この障がい要件の761名の内、同意をいただいている方が 111名です。今回、６月更新を

した後に、改めて同意をされるかどうかという、文書を送付し、同意、不同意の確認をとらせていた

だいております。現時点で、その内同意をする方の、111名ということになっておりますので、この

方々を優先的に個別訪問させていただくことになっております。 

 

委員：同意が大前提になってるという部分なんでしょうけれども、家族と同居している方については、親

が元気なうちはなんとかなるみたいな、感じがあるんですよね。 

また、福祉避難所は一体どこにあるのか、そこの収容能力がどれだけあるんだろうとか、本当にそこ

へ避難して良いんだろうか、突然行っても良いんだろうかとか、障がいを持ってる家族については、

色々な疑問符がそこについてくる場面があります。 

非常に難しいかもしれませんが、その辺の部分を、こういう避難計画、支援計画を作ろうとしてます

よということを、もっと見える化してくれるといいかなと思います。 

 

事務局：公共施設の方で設置する福祉避難所につきましては、公表をしております。地域防災計画の方に

も載っており、９施設が福祉避難所に指定されております。その他、法人さんからご協力を得てとい

うところもございますが、そちらに関しましては、施設名は非公表としております。非公表としている

理由は、福祉避難所というのは、そこにすぐ避難していくものではなく、2次的な避難所ということ

で、一旦はまず一般の避難所の方に行っていただいた上で、特別な部屋が必要な方を、市の保健

師などが判断して、必要に応じて開設するというというようなものになっておりますので、実際どの

ぐらいの方を、施設の方で受け入れて、やっていただけるかというのも、その時の状況による部分

があると思います。 



そういったところがありますので、 一般の方々が直接避難所に行ったりすることのないようにする 

ため、今は公表をしていないという状況です。 

そういった方々が必要に応じて、スムーズに避難ができるように、というところに関しましては、所管

の社会援護課と、また防災危機管理課とも色々協議をしておりまして、まだ数を増やすことができるだ

ろうかとか、そういったところも含め取り組みを進めていきたいと考えております。 

 

 

【後日提出された意見】 

（意見なし） 

   

 


